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同
一
労
働
同
一
賃
金
の
規
定
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

これで絶対に大丈夫！
「同一労働同一賃金」対策

富田社会保険労務士事務所　所長
特定社会保険労務士

ワークデータコンサルタント

富田 朗
URL　https://www.workdataconsultant.com/

E-mail　contact@workdataconsultant.com

　働き方改革関連法により「同一労働同

一賃金」の規定が施行されます。正社員・

パートタイマー・有期契約労働者などの

待遇の違いを合理的なものにしなければ

なりません。すべての企業に関係する大

きな改正です。この規定の対応策とポイ

ントを本稿でまとめました。

同一労働同一賃金の規定の骨格

1.「正社員」と「パートタイマー、有期
契約社員、派遣社員」の間の、待遇
の違いは役割や仕事内容に応じてリ
ーズナブルな違いでなければならな
い（もし、正社員と同じ扱いをする
なら、同じ待遇でなければならない）。

2.「パートタイマー、有期契約社員、派
遣社員」の方々から、待遇の違いに
ついて説明を求められたら説明しな
ければならない。

Th
e title

1

※ガイドラインの全文は、厚生労働省のＷｅｂサイトで見ることができます
　URL　https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

　
「
違
い
に
応
じ
た
支
給
（
同
一
で
あ

る
な
ら
ば
同
一
の
支
給
）」
を
求
め
る

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
本
稿
の
事
例
も
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。

①
「
基
本
給
」

●
能
力
・
経
験
に
応
じ
て

　
支
給
す
る
も
の

　

能
力
ま
た
は
経
験
が
同
一
な
ら
ば
同

一
、
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
違
い
に
応
じ

て
支
給

●
業
績
ま
た
は
成
果
に
応
じ
て

　
支
給
す
る
も
の

　

業
績
ま
た
は
成
果
が
同
一
な
ら
ば
同

一
、
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
違
い
に
応
じ

て
支
給

●
勤
続
年
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の

　

勤
続
年
数
が
同
一
な
ら
ば
同
一
、
違

い
が
あ
る
な
ら
ば
違
い
に
応
じ
て
支
給

●
勤
続
に
よ
る
能
力
の
向
上
に

　
応
じ
て
行
う
昇
給

　

勤
続
に
よ
る
能
力
の
向
上
が
同
一
な

ら
同
一
、
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
違
い
に

応
じ
て
昇
給

　
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
規
定
は

大
き
く
２
つ
の
も
の
で
構
成
さ
れ
ま
す

（
右
枠
内
参
照
）。
企
業
側
か
ら
見
れ
ば

「
待
遇
の
違
い
を
合
理
的
（
リ
ー
ズ
ナ

ブ
ル
）
な
違
い
に
し
て
お
く
こ
と
」「
説

明
を
求
め
ら
れ
た
ら
説
明
す
る
こ
と
」

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
派
遣
社
員
の
ケ
ー
ス
は
、
原

則
と
し
て
「
派
遣
先
の
会
社
の
正
社
員
」

を
比
較
対
象
と
し
ま
す
。

　
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
（
※
）
が
厚
生
労
働
省
よ
り
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
社
内
の
待
遇

を
見
直
す
際
は
、
こ
れ
を
参
照
し
て
見

直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
示
さ

れ
た
原
則
的
な
考
え
方
や
問
題
の
中

で
、
特
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
左
記
に

つ
い
て
の
も
の
で
す
。

①
「
基
本
給
」

②
「
賞
与
」

③
「
手
当
」

④
「
福
利
厚
生
」

※
派
遣
会
社
で
労
使
協
定
を
結
ん
だ
場
合
は
特
例

的
な
取
扱
い
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
本
稿
で
は
割
愛
し
ま
す
。

https://www.workdataconsultant.com/
mailto:contact@workdataconsultant.com
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
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②
「
賞
与
」

●
会
社
の
業
績
等
へ
の
貢
献
に

　
応
じ
て
支
給
す
る
も
の

　

貢
献
が
同
一
な
ら
ば
同
一
、
違
い
が

あ
る
な
ら
ば
違
い
に
応
じ
て
支
給

③
「
手
当
」

●
役
職
手
当
・
特
殊
作
業
手
当
・

　
特
殊
勤
務
手
当
・
精
皆
勤
手
当

　

同
一
の
内
容
の
役
職
や
職
務
に
就
く

場
合
は
、
同
一
の
手
当
を
支
給
（
役
職

に
つ
い
て
は
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
違
い

に
応
じ
て
支
給
）

●
時
間
外
労
働
手
当
・

　
深
夜
労
働
手
当
・
休
日
労
働
手
当

　

正
社
員
と
同
一
の
時
間
外
労
働
、
深

夜
労
働
ま
た
は
休
日
労
働
を
行
っ
た
場

合
、
同
一
の
割
増
率
等
で
支
給

●
通
勤
手
当
・
出
張
旅
費
・
食
事
手
当
・

　
単
身
赴
任
手
当
・
地
域
手
当

　

そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
も
の
を
支
給

【能力・経験に応じて支給】
　基本給について、労働者の能力または経験に応
じて支給しているＡ社において、通常の労働者で
あるＸが有期雇用労働者であるＹに比べて多くの
経験を有することを理由として、Ｘに対し、Ｙよ
りも基本給を高く支給しているが、Ｘのこれまで
の経験はＸの現在の業務に関連性を持たない。

【勤続年数に応じて支給】
　基本給について、労働者の勤続年数に応じて支
給しているＡ社において、期間の定めのある労働
契約を更新している有期雇用労働者であるＸに対
し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年
数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみに
より勤続年数を評価した上で支給している。

①「基本給」の問題事例

【役職手当】
　役職手当について、役職の内容に対して支給しているＡ社におい
て、通常の労働者であるＸの役職と同一の役職名であって同一の内
容の役職に就く有期雇用労働者であるＹに、Ｘに比べ役職手当を低
く支給している。

【深夜労働手当、休日労働手当】
　Ａ社においては、通常の労働者であるＸと時間数及び職務の内容
が同一の深夜労働または休日労働を行った短時間労働者であるＹ
に、深夜労働または休日労働以外の労働時間が短いことから、深夜
労働または休日労働に対して支給される手当の単価を通常の労働
者より低く設定している。

【食事手当】
　Ａ社においては、通常の労働者であるＸには、有期雇用労働者で
あるＹに比べ、食事手当を高く支給している。

【地域手当】
　Ａ社においては、通常の労働者であるＸと有期雇用労働者である
Ｙにはいずれも全国一律の基本給の体系を適用しており、かつ、い
ずれも転勤があるにも関わらず、Ｙには地域手当を支給していない。

【有期雇用労働者に無支給／その１】
　会社の業績等への労働者の貢献に
応じて支給しているＡ社において、
通常の労働者であるＸと同一の会社
の業績等への貢献がある有期雇用労
働者であるＹに対し、Ｘと同一の賞
与を支給していない。

【有期雇用労働者に無支給／その２】
　会社の業績等への労働者の貢献に応
じて支給しているＡ社においては、通
常の労働者には職務の内容や会社の業
績等への貢献等に関わらず全員に何ら
かの賞与を支給しているが、短時間・
有期雇用労働者には支給していない。

②「賞与」の問題事例

  ③「手当」の問題事例
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同
一
労
働
同
一
賃
金
化
の
実
際
の
手
順
と
問
題
点
の
克
服

リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
違
い
の
決
め
方

●
そ
の
違
い
が
、
一
番
大
き
な
問
題

　

こ
の
手
順
を
進
め
て
い
く
上
で
、
最

も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
が
「
ど
う
い

　

実
際
に
は
、
図
1
の
５
つ
の
Ｓ
ｔ
ｅ

ｐ
で
進
め
て
い
く
と
、
前
記
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
準
拠
し
た
賃
金
体
系
が
構
築

で
き
、
か
つ
、
説
明
を
求
め
ら
れ
て
も

困
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

図1　同一労働同一賃金化の5つのStep

▼

▼

▼

 ①並べて比較

　正社員とパートタイマー、有期契約労働者等の賃金規定を並べた表を作り、比較します。従業員の種類を横
軸に、基本給、賞与や役職手当などの規定を縦軸に並べた表を作り、それぞれの内容について比較します。

 ②違う点につき検討

　違う点につき、どう対応するか検討し、決定します。ガイドラインの内容を踏まえた上で、同一にするのか
違いを設けるのか、違いを設けるとしたらどういう違いであればよいのか、といったことを検討します（後記「リ
ーズナブルな違い」の決め方をご参照ください）。

 ③就業規則や賃金規定の改定

　決定した内容につき、社内の手続きを踏んで、就業規則や賃金規定に反映させ、制度化します。なお、就業
規則の内容について変更があった場合は労働基準監督署への届出が必要になります。

 ⑤従業員への周知・説明

　社内の重要な制度の改定を行ったことになるので、従業員への周知・説明をすべきです。なお、就業規則の
内容について変更があった場合は、その変更点につき周知をしなければなりません。

▼
 ④説明資料の作成

　従業員から説明を求められたときのために、説明資料を作成しておきます。説明すべき事項は、待遇の違い
の内容と理由です。また、説明方法は、基本的には、「資料を活用しながら口頭で説明すること」とされていま
す（説明すべき事項をすべて記載した資料で、容易に理解できるものを交付する等の方法でもよいことになっ
ています）。

④
「
福
利
厚
生
」
に
つ
い
て

●
福
利
厚
生
施
設
、
転
勤
者
用
社
宅

　

同
一
の
利
用
を
さ
せ
る
（
福
利
厚
生

施
設
と
は
、
給
食
施
設
、
休
憩
室
及
び

更
衣
室
）

●
慶
弔
休
暇　

同
一
の
付
与
を
行
う

●
健
康
診
断
に
伴
う
勤
務
免
除
、

　
健
康
診
断
受
診
中
の
有
給
の
保
障

　

同
一
の
勤
務
免
除
及
び
有
給
の
保
障

を
行
う

●
病
気
休
職

　

同
一
の
病
気
休
職
の
取
得
を
認
め
る

（
有
期
雇
用
の
場
合
は
、
労
働
契
約
終

了
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
て
、
病
気
休

職
の
取
得
を
さ
せ
る
）

●
勤
続
期
間
に
よ
り
認
め
る

　
法
定
外
休
暇
（
除
慶
弔
休
暇
）

　

勤
続
期
間
が
同
一
の
場
合
、
同
一
の

付
与
（
期
間
契
約
を
更
新
し
て
い
る
場

合
、
最
初
に
働
き
始
め
た
時
点
か
ら
の

期
間
を
通
算
し
た
評
価
要
）

そ
の
他

●
職
務
遂
行
に
必
要
な
教
育
訓
練

　

職
務
が
同
一
で
あ
れ
ば
同
一
、
違
い

が
あ
る
な
ら
ば
違
い
に
応
じ
て
実
施

●
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付

　

同
一
の
業
務
環
境
な
ら
ば
同
一

　

こ
れ
ら
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
原
則
的
な
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
な
い
退
職
手
当
、
住
宅

手
当
、
家
族
手
当
等
の
待
遇
や
、
具
体

例
に
該
当
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
不

合
理
と
認
め
ら
れ
る
待
遇
の
違
い
の
解

消
等
が
求
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
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う
違
い
で
あ
れ
ば
い
い
の
か
」
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に

「
合
理
的
（
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
）
な
違
い
」

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
「
全
員
が
納
得
で
き
る
違
い
」「
公

平
な
違
い
」
で
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
「
正
社
員
と
は

将
来
の
役
割
期
待
が
異
な
る
た
め
、
賃

金
の
決
定
基
準
・
ル
ー
ル
が
違
う
」
な

ど
の
説
明
や
理
由
で
は
不
充
分
で
、「
客

観
的
及
び
具
体
的
な
実
態
に
照
ら
し

て
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

●
デ
ー
タ
や
数
字
に
基
づ
い
た
違
い

　

そ
こ
で
、
私
は
「
デ
ー
タ
や
数
字
に

基
づ
い
た
違
い
」
に
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
て
い
ま
す
。
数
字
で
説
明
で
き
る

違
い
で
す
。
な
ん
ら
か
の
評
価
尺
度
に

基
づ
い
て
「
数
字
で
説
明
で
き
る
」
の

で
あ
れ
ば
、「
合
理
的
（
＝
リ
ー
ズ
ナ

ブ
ル
）
な
違
い
」
と
し
て
認
め
ら
れ
や

す
い
も
の
に
な
り
、
従
業
員
に
説
明
を

す
る
に
し
て
も
、
理
解
を
得
や
す
い
も

の
に
な
り
ま
す
。
一
番
分
か
り
や
す
い

事
例
と
し
て
は
、
下
記
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

●
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
労
務
管
理

　

今
後
は
働
き
方
改
革
や
人
材
不
足
へ

の
対
応
な
ど
の
必
要
性
か
ら
、
労
務
管

理
に
つ
い
て
、
投
資
を
含
め
た
経
営
判

断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
に
「
デ

ー
タ
」
な
ど
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い

て
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
の

余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
い
て
は
、
労
務
管
理
の
ス
タ
イ
ル

を
、
従
来
型
の
「
勘
と
経
験
で
行
う
労

務
管
理
」
か
ら
、「
デ
ー
タ
に
基
づ
い

た
労
務
管
理
」
へ
と
転
換
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
い
ち
早
く
「
デ
ー
タ

に
基
づ
い
た
労
務
管
理
」
に
移
行
し
た

企
業
が
生
き
残
り
、
発
展
し
て
い
き
ま

す
。

〜 どうぞ、お気軽にお問い合わせください 〜

  「ガイドラインを自社にあてはめることが難しい」
  「結局、どうしたらいいのか分からない」
というケースもあるかと思います。不明点や質問が生
じた際は、どうぞ気軽にお問い合わせください。個別
の内容を踏まえて、より具体的な対応策案をご提示さ
せていただきます。お問い合わせは、下記 Web サイ
ト内の「お問い合わせ」よりお願いいたします。
URL　https://www.workdataconsultant.com/

基本給のうち【業績または成果に応じて支給する】事例

　基本給の一部について、労働者の業績または成果に応じて支給してい

るＡ社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者で

あるＸに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標

の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場

合の半分を支給している。

　簡潔に説明すると「労働時間、販売目標が通常の労働者の半分なので、
通常の労働者の半分を支給している」という事例です。これほど分かり
やすいケースは、そう多くはないかもしれませんが、全員が納得できる
ケースであることがわかります。
　逆に、この前提条件で「通常の労働者の 3分の 1に相当するものを支
給している」場合は、この他の条件がすべて同じであれば「合理的では
ない違い」と判断される可能性が高くなります。
　なお、この他に、例えば「販売目標未達の場合の責任の程度」などに
違いがあれば、「半分」でなくても合理的と判断されることがあり得ます。
　いずれにしても、全員の納得が得られる「リーズナブルな違い」にす
るために、なんらかの評価尺度に基づいて数字で説明することができる
「データや数字に基づいた違い」にすることを基本とするべきです。

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
施
行
時
期

　

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
規
定
は
２
０

２
０
年
４
月
（
中
小
企
業
に
係
る
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
、
有
期
契
約
者
に
関
す
る

規
定
は
２
０
２
１
年
４
月
）
に
施
行
さ

れ
ま
す
。

　

社
内
規
定
、
特
に
賃
金
な
ど
に
関
係

す
る
制
度
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
の

で
、
検
討
や
準
備
に
時
間
が
掛
か
る
と

思
い
ま
す
。
で
き
る
限
り
早
く
、
規
定

の
見
直
し
な
ど
に
取
り
掛
か
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

https://www.workdataconsultant.com/

